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震災時における木造建物の被害調査手法の開発
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はじめに や新たな提案がなされている．「初動調査」は早期の被

害把握が困難であった事由から，地震計により計測され
た地震動分布からの被害推定例えば動やリモートセンシン

グ技術の利用例えば6)などによる早期に広域的な範囲の被
害状況把握を行うための手法が提案されている．「応急

危険度判定」は1998年に判定マニュアル7)が改訂され，
調査体制や各種マニュアルの整備が進められている．

「被害認定」は村尾ら８)により建物の資産価値を評価す
る自治体という公的な立場からの被害調査票の提案が行
われている．また，著者らの研究グループ9)は兵庫県西

宮市へのヒアリング調査結果に基づき，より迅速，公正
かつ効率的な被害認定のための認定プロセスを提案して
いる．「学術調査」は岡田ら’0〕により建物全体の破壊パ
ターンの分類が行われ，被害程度を可視化したパターン

チャートが提案されている．このパターンチャートの活

用により悉皆調査への対応が容易となり，さらに他の目

的を持った調査への利用などの発展が期待できる．

一方，調査項目に関して，村尾ら８)は複数の自治体お

よび自治体以外で行われた調査について調査項目の比較

を行っており，自治体による調査は建物内部を考慮した

ものであり，判定結果に大きな影響を与えていると指摘
している.一般に調査部位（どこを調査するか）および

項目数（いくつ調査するか）は判定精度，判定時間に影
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我が国の災害救援システムの中で建物被害調査は重要

な役割を担っており，阪神・淡路大震災では公的機関に

より主として以下の３調査が実施された．

１）被害状況把握と災害対応における意志決定の判断の

ための「初動調査」

２)二次災害防止のための「応急危険度判定」

３)住家の被災程度を公的に証明した罹災証明書などの

発行根拠となる「被害認定」

また，公的機関以外では

４)被災の全体像を把握するための「学術調査」’)z〕

５)地震保険損害査定のための「保険査定調査」３）

６)建設業者や住宅メーカーによる顧客サービスのため
の「民間調査」

などの被害調査が行われた．

上記のように建物被害調査の目的は多岐にわたってい

る．調査目的に関して，牧ら４)は阪神・淡路大霞災で実

施された建物被害調査を災害対応の観点から事後対応，

復旧・復興，被害抑止，事前準備の４つのフェーズによ

る分類を行い，調査目的との関係を明らかにしている．

調査手法に関して，阪神・淡路大震災での経験から建

物被害調査の重要性が再認識され，各調査において改訂
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轡を及ぼすものと考えられ，詳細な調査は精度が高くな
る反面，時間がかかり，簡便な調査は精度の点で問題と

なることが予想される．建物被害調査には判定精度が要
求されるものと判定時間が重視されるものとがあり，そ
の目的に最適な調査項目の設定は調査の効率化という面
から重要な検討事項の一つである．

本研究では公的機関による建物被害調査の効率化を目
的として，まず自治体に対して実施したヒアリング調査
結果から公的機関における建物被害調査の目的と各目的
における判定時間，判定精度との関係を明らかにする．

その上で阪神・淡路大震災では戸建て住宅に代表される

木造建物が非木造建物に比較して，被害損傷数の上で圧
倒的に多く，今後起こりうる大規模地震災害時において

も数多く被災する可能性が高いと考え，今回は木造建物
について，より最適な調査項目の設定へ向けての基礎的

資料を見出すために調査項目の分類を行い，調査目的と
調査項目の関係について検討を行う．

「応急危険度判定」は阪神・淡路大震災では調査体制が
十分に整備されておらず，調査の対象となった建物は重
要施設や共同住宅が中心で，全ての建物に対して実施す
ることが出来なかった．したがって，両調査については

より時間の短縮が課題となった．対照的に「被害認定」
については判定が難しい場合にはもう少し時間をかけて
調査しても良かったのではないかとの意見が出された．

判定精度について，最も問題になったのは「被害認
定」であった．調査結果に基づいて発行される罹災証明
書は災害援護資金の貸し付けや義援金の支給，仮設住宅
への入居などの公的な支援だけではなく，生命保険や損
害保険への申告や銀行融資の条件など私的な支援を受け
るためにも利用され，阪神・淡路大震災では全壊，半壊，
一部損壊などの被害を分ける境界，特に半壊と－部損壊
の境界が問題となった．これは公的支援を受けるために
多くの場合は半壊以上の罹災証明が必要となったからで
ある．このため判定結果に不満を持った被災者から再調
査依頼が殺到し調査が確定するまでに非常に困難を極め
た．判定を困難にした要因として，判定基準や判定方法
が明確でなかったことや自治体職員のような非専門家に
よる実施が挙げられた．

以上より，公的機関による建物被害調査の効率化を図
るためには調査の目的，相互関係を明確にし，それぞれ
の調査に求められる要件を良く認識した上で最も適した
調査手法を開発する必要があると考える．

2．公的機関による建物被害調査

(1)自治体へのヒアリング調査

公的機関による建物被害調査の課題や今後のあり方を

明らかにする目的で，阪神・淡路大震災において被害調
査に携わった自治体の職員に対してヒアリング調査を実
施した．ヒアリング調査は1999年８月１６日～１０月４日
にかけて，兵庫県震災対策国際総合検証報告会’1)の一環
として神戸市，西宮市，芦屋市，明石市，北淡町の４市
１町に対して行った．ヒアリングの調査方法はグループ

ディスカッション方式とし，建物被害調査全体の流れ，
調査目的，調査対象，実施部局，基準，方法，調査票の

内容，結果の集計方法，集計単位，罹災証明書の発行時
期，発行部局，発行方法，罹災証明書の利用形態，再調
査の受付期間，再調査の依頼件数，職員担当者の当時の

役割とその中での問題点，改善点について意見を伺った．

(3)調査目的と判定時間，判定精度の関係

ヒアリング調査結果および現行の基準，体制を考慮す
ると公的機関による建物被害調査の目的と判定時間，判
定精度の関係は表１のようにまとめることができる．

１）「初動調査」について，我が国では地震災害や災害
の規模に関わらず，災害により被害が発生した場合，災
害対策基本法第53条に従い，まず市町村が上部機関であ
る国，都道府県に被害状況を報告しなければならない．

この報告に基づき災害救助法の適用や激甚災害の指定等
の判断が下される．この判断の根拠として住家の滅失世
帯数や滅失戸数が用いられるため，被害調査が災害救援
システムを発動する上での鍵を握っており，一刻も早い
調査，判断が必要とされる．判定精度については１棟毎
の判定は必要ではなく，被害率がどのくらいであるかな
どの面的な精度で良いと考える．

２）「応急危険度判定」は，災害対策基本法第４条によ
り，住民の身体，生命および財産を災害から保護する自
治体の立場から，阪神・淡路大震災では自治体が主体と
なり，応急危険度判定士ボランティアらの協力を得て実
施された．この調査と被災者との関係について，被災者
へのアンケート調査結果'2)から，被災者が地震後最初の
約１週間は建物の中に居られるのか，避難する必要があ
るのかについての情報を欲しており，被災者への早い傭

(2)建物被害調査の問題点

阪神・淡路大震災では公的機関により主としてｌ）「初
動調査」，２）「応急危険度判定」，３）「被害認定」の３
調査が実施された．ヒアリング調査結果から上記調査の

実施過程の中で様々な問題が発生し，自治体職員は他に
も対応すべき課題があったにも関わらず，調査に膨大な
労力を費やさざるを得なかったことが明らかになった’'1

建物被害調査における問題点を調査目的，判定時間，
判定精度の観点から整理すると，調査目的について，阪
神・淡路大震災では各調査の目的および相互間の関係が

明確ではないままに調査が始められ混乱を招いた．特に

「被害認定」において，調査を開始した当初の目的は義
援金配布のためや，災害援護資金の貸し付けのためなど

自治体によって異なり，時間の経過とともにその目的以
外にも，後述する様々な支援のために利用された．また，
「応急危険度判定」と「被害認定」が同時期に平行して
行われ，相互間の目的が被災者だけでなく調査者自身で

さえ良く認識していなかったため，両調査を混同してい
る場合があったことが指摘された．

判定時間について，「初動調査」は各自治体の消防職
員が中心となり実施されたが，調査中に救助を求められ

たり，倒れた電柱や家屋が道を塞ぐなど被害の全容を把
握するまでに時間を要し，その後の対応に影響を与えた．
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報提供のためには早い時期での調査が必要であることが

明らかになった．また，生命の安全に関わる調査であり，

判定精度も要求されるが，厳密な精度は必要ではな

く，,，危険"かどうか判断に迷うような場合には安全側の

判断として"危険,，と判定することができると考える

３）「被害認定」は，阪神・淡路大震災の事例では被災

者の生活再建に大きな影響を与えた．長期間にわたり被

災者の生活再建に影響を及ぼすことを考慮すると最も判

定精度が必要となる．また，判定精度については，たと

え建築士など建物の専門家で講習などによる訓練を受け

た応急危険度判定士でもばらつきがあることが指摘され

ている’3)．特にその傾向は被害程度が小さく被害に特徴
が見られない場合に，ばらつくことが起こりやすいとし

ている．このような場合でも統一された判定結果を導く

ために調査項目の検討は重要であると考える．
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西宮市被害翻定調査結果

西宮市と震特委員会による調査結果のクロス集計
（木造建物）
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3.木造建物の調査目的と調査項目に関する分析

(1)自治体および外観目視による調査結果の比較

調査項目が調査結果へ与える影響を調べるために西宮
市を事例として，罹災証明書発行のための被害認定調査

と震災復興都市づくり特別委員会’）（以下，震特委員
会）による調査との判定結果の比較を行った．使用した

データは著者らの研究グループが構築した西宮市Buik

Envimnmentデータベース4)にリンクされた罹災証明書デ
ータおよび建築研究所データ(1)を用いた．震特委員会に

よる調査は被害程度を建物の外観から目視により判定し

ており，西宮市の調査は当初建物の外観からの目視調査

を行っていたが，被災者からの再調査依頼により，屋内
被害を含めた詳細調査を行ったものである．図１に木造
建物について１棟ごとの調査結果のクロス集計を示す．

ここで震特委員会の調査結果について，ランクＣは西宮
市の全壊，ランクＢは半壊，ランクＡは一部損壊，無被
害はその他に対応するものとした．両調査結果が一致し
た割合は25.8％，自治体の被害程度が震特委員会の被害

程度を上回った場合は71.6％であり，全体的な傾向とし

て西宮市による調査結果は震特委員会の調査結果より被
害程度が概ね１ランク程度大きい．この結果は村尾ら’4）
が芦屋市と震特委員会の判定結果を比較したケースと同
傾向にあり，この要因として調査方法や調査者の違いに
よるものも考えられるが，震特委員会が外観目視による

調査であるのに対し，西宮市は内観被害を含めた調査に

よる調査項目の影響が考えられる．図２に震特委員会の
調査結果に対する西宮市の調査結果の内訳を示す．図よ

り震特委員会により外観目視で判定された被害程度が小

さくなると，西宮市の調査結果の全壊，全半壊の占める

割合も小さくなっている．また，外観目視で全壊と判定
された建物の91.7％が西宮市の調査でも全壊と判定され

ており，外観目視のみで判定可能な建物の存在が窺える．
一方，外観目視で無被害と判定された建物の28.6％は西

宮市の調査では半壊以上に判定されており，外観目視調
査では確認できない被害項目，例えば屋内被害や電気，
ガス，水道などのライフライン被害などがあり，判定結
果に影響を与えている．

以上の結果より，調査項目には目的の異なった調査間
においても共通する項目があり，その項目によって判定
が決定付けられる場合と，逆に調査目的に特有な項目に
よって決定付けられる場合があることが推察できる．

西宮市被害
巴定因五荏果

園
全咀半頃一団硯■その他

（ランクＣ）（ランクＢ）（ランクＡ）（庶披害）
疵特委貝会による田五結果

圏&特委員会の結果に対する西宮市の結果の内訳図２

(2)数量化Ⅲ類による分析

前節における調査結果の比較により調査項目が調査結
果に影響を及ぼしていることが明らかとなった．また，
調査目的と調査項目の間には少なからぬ関係があり，
様々な調査目的間で共通する項目と調査目的に特有な項
目があるものと推察された．調査目的に最適な調査項目
を設定するためにはこの関係を明らかにする必要がある．
そこで数量化Ⅲ類による手法を応用し，木造建物の被害
調査の目的と調査に用いられる項目との関係について分
析を行った．今回の分析でサンプルとした建物被害調査
は既存の調査や阪神・淡路大震災で実績のある調査，震
災後に新たに提案された調査など表２に示す１２調査であ
る．アイテム・カテゴリーは，各調査における調査票や

調査マニュアルに記述されている調査項目とした．調査
項目は例えば「柱の損傷」などのようにａ)調査部位とｂ）
被害状況の２種類の組み合わせで設定されている場合が

多い．そこでアイテムデータはａ)調査部位に着目しＩ)建
物全体，２)地盤，３)外周基礎，４)内部基礎，５)土台，６)基
礎の仕上げ，７)床版，８)床束・束石，，)大引き・根太，
10)柱，１１)内柱，１２)柱仕口部，１３)梁，１４)内側梁，１５)外
壁，１６)内壁，１７)筋かい，１８)貧，１９)屋根，２０)小屋組，
21)屋根の棟・軒先，２２)屋根の葺き材，２３)階段，２４)天井，
25)建具，２６)仕上げ，２７)設備，２８)ライフライン，２９)隣
接建物，３０〕工作物とした．また，ｂ)被害状況の表現には

サンプル間で微妙に差違が見られるため，Ｉ)破損・損傷，
2)破壊，３)変形，４)移動，５)接合・接着，６)その他に分類
し，さらに４)移動は鉛直，水平，回転方向に分類した．
その結果，分析に用いたアイテム・カテゴリーは表３に
示す70項目となった(3)．表３に今回の分析に用いた各１２
調査のアイテム・カテゴリーデータを示す．
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数量化Ⅲ類による分析結果より，図３に固有値と相
関係数を示す．０．３以上の固有値は３つあり，これより
以下は３つの次元軸での検討を行う．

図４に１軸－２軸関係におけるサンプル数量の分布
を示す．分布図は各建物被害調査の類似度を相互の位
置関係で表している．図より１軸は調査項目数との相

関が見られ，＋側は設定項目数が少ない調査，－側は
項目数が多い調査が並ぶ傾向にあり，１軸は調査票の

簡便さあるいは詳細さを示していると思われる．２軸
について，＋側は調査項目に屋内被害も含めている調

査，－側は外観調査による調査が並んでおり，屋内被
害も考慮に入れた調査かどうかを表していると考える．
図５に１軸－３軸関係のサンプル数量の分布を示す．

３軸について＋側に応急危険度判定やＡＴ℃２０による調
査が位置しており，－側に神戸大学による調査が位置
している．両調査の違いは建物機能あるいは周辺状況

を見ているかどうかで，神戸大学による調査の視点は

建物が壊れているかどうかに集中している．一方，応

急危険度判定やＡｒ２０は壊れているかどうかよりも物
が落ちてこないか，隣の建物は倒れてこないのかを見
ており，３軸の＋側は建物が人に与える影響を見てい

る調査，－側は建物として被害を見ている調査と位置
付けることができる．

以上より，図４において建物被害調査は３つのグル

ープに分類することができる．グループ１は罹災証明
書発行のために自治体によって行われる調査，グルー
プ２は建築的・工学的な視点による調査，グループ３
は調査結果から修復可否の判断や保険額の判断を行う

ため，屋内被害を含めた詳細な査定や評価をする必要
がある調査である．さらに図５より，建築的・工学的
な視点による調査の中からグループ４として安全性を
評価するグループに分類できる．これらのグループは

概ね調査目的に応じて分かれており，調査項目が調査
目的を反映して設定されていることを示唆している．

図６に１軸－２軸関係のアイテム・カテゴリー数量

の分布を示す．この分布図より各グループにおける特
徴的な項目の傾向を見ることができる．グループ１の

罹災証明書発行のための調査は床や屋内の梁，階段な
どの項目が特徴的である．これは罹災証明発行のため

表３アイテム・カテゴリーデータ
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るため，主要構造部を重視した結果と思われる．グル

ープ２の建藁西~〒王亭１５死目調香底i園W,而5蚕7賑『て藺守盲
項目が多いことが特徴的である．一方，グループ３は
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０．３４０ ０．３２３ － 固有値

028’￣了Ｙｂ，詳細な構造項目を多く含んでいることが特徴といえる．
これは，

見て判定

判定方法がグループ２の調査は建物の全体を

を行う全体被害調査型であるのに対し，グル ２ ３ ４ ５ 

次数－プ３の調査が部分的な被害を積み上げて最終的に判
定を行う部分被害調査型の方法を取っていることによ
るものと思われる．

図３ 固有値と相関係数
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図５サンプル数量（１軸－３軸関係）

表４相関ｔ検定による分析結果

外観被害

［壁に､ｏｒ］

サンプル数量（１軸－２軸関係）図４

屋内被害考慮
【inmor］

部分被害鯛査型

埴
掻
撰

“』》錘

一》》》》

霞霞ﾐﾆ墓、

部基礎」，「床版」，「内柱」，「内壁」を調査しない
ことが抽出され，グループ３の査定，評価的な鯛査では，
「土台」，「床束と束石」，「大引き・根太上「筋か
い」，「貧小「小屋組」，「棟・軒先」を調査するこ
とが抽出できた．グループ４の安全性評価では「敷地地
盤・周辺地盤」，「工作物」を調査すること，「内柱」
は調査しないことが有意な項目であった．

また，グループ分けに有意として挙げられなかった項
目の中で全てのグループにおいて調査されている項目は
「建物全体」，「外壁」，「屋根」，「屋根葺材」，
「住」，「建具」であり，これらを共通項目として挙げ
ることができる．

i雲iM1l::二二曲、
外観被害

【exteliOr］

アイテム．カテゴリー数量（１軸－２軸関係）図６

(3)相関ｔ検定による分析
数量化Ⅲ類による分析結果より調査項目の観点から建

物被害調査を４つのグループに分類することができた．

そこで各グループ間において共通する項目およびグルー

プに特有な項目を抽出するために相関ｔ検定による分析
を行った．分析にあたり表３に抽出した調査項目では詳
細過ぎるため，調査部位の30項目に着目し検定を行った．
グループに特有な項目かどうかの判断は，調査項目と各
グループとの相関から，以下の［'］式を満たした項目を
グループ分けに有意な項目として抽出した．

４．調査目的と調査項目の関係

調査項目の分類結果および数量化Ⅲ類，相関ｔ検定に
よる分析結果から，木造建物の調査項目に着目した調査
目的との関係は図７のようになる．建物被害調査は大き
く公的機関により行われるものと公的機関以外で行われ
るものがある．また，数量化Ⅲ類による分析結果より建
物被害調査は４つのグループに分類することができ，相
関ｔ検定による分析結果から調査項目には各グループに

共通する項目および特有な項目があることが明らかとな
った．共通項目の内，特に建物全体の傾斜および外壁の
調査は今回サンプルとしたほとんどの被害調査で行われ
ており，被害程度を知る上での重要な指標の一つになっ
ているものと思われる．

各グループの特徴としてグループ１の罹災証明発行の
ための被害認定調査は全数調査に対応するために簡便で
ありかつ統一基準２０)に照らして屋内を含めた主要構造部

炉庇一一Ｊ
 [1】

Ｎ：サンプル数（N=12）

γｘｙ：相関係数（γxy＞0.571；ｔ＝2.201[５％水準]）

分析結果を表４に示す．グループ分けに有意な項目と
してグループ１の罹災証明発行では，「内部基礎」，
「内柱」，「階段」を調査すること，および「敷地地
盤・周辺地盤」を調査しないことが抽出された．同様に
グループ２の建築・工学的調査では「外周基礎」，「内
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する調査の４グループに分類した．

④被害調査グループに共通する調査項目，特有な項目を
を明らかにした．繍幽，鬮徽．
今後，調査項目が調査結果に与える影響について定量
的な検討を行い，公的機関における建物被害調査に最適
な調査項目の設定を行いたいと考えている．

補注

（１）西宮市BuiItEIwironnrntデータベースの構築の際に使用された建築研
究所データとは，震特委員会が行った建物被災度鋼査結果を建設省建
築研究所が地理傭報システム化を行ったデータであり，本研究もこの
データを利用した．

(2)西宮市は阪神・淡路大錘災時に用いられた調査票を使用した．
(3)鋼査項目の抽出にあたっての留意点は以下の通りである．

・カテゴリーに咳当するかどうかを判断する際に，被害状況の表現の
持つ意味は狭溌なものとした．例として，自治体の鯛査は多くの燭
台，「壁の損陽を鯛査する」という形の表現をしている．これは広
義には破壇や変形等を含むものと思われるが。損傷というカテゴリ
ーのみに該当するものとした．

・岡田らICIにより提案された破壊パターンに基づく蜘査の鯛合は，パ
ターン図から醜み取れる姻査部位と被害状況を判断して咳当する項
目を抽出した．

・パ1℃2ol8jl9)の場合は，日本と構造上の違いがあるため，日本におけ
る鯛査項目に該当するものを抽出した．

巨体忘些四否尽
=■ 

麺内証吾考■：早JUIhh呑把園
【圭写伍浩知。：雛宝鋳、毬
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州巫畑

図７調査項目に藩目した調査目的との関係

の調査を重視することが得られた．この特徴を同時に満
たす調査の実施は，判定精度の低下を招く要因と成り得
る．従って，著者らの研究グループ，)が提案するように，
まず外観目視調査により全数調査を行い，再調査依頼が
あった場合には屋内被害を考慮した詳細調査を行うプロ
セスが効率的と考え，－次調査と，再調査の２段階調査
を行うこととした．一次調査についてはグループ１の中
の全ての調査が外周基礎を調査していることからこれを

必要な項目として加えた．グループ２の被災分布の把握
など建築的・工学的な視点による調査は悉皆調査に対応
するため，屋内被害や外周基礎は調査を行わずに全体の
被害から判定する傾向が得られた．グループ３の査定・

評価的な調査は構造的な部位を最も数多く調査し，調査
結果を積み上げて判定する形であることが分析結果から
得られた．グループ４の安全性評価は地盤や工作物など
周辺の状況も重視する必要があるとし，我が国では応急
危険度判定士ボランティアによる調査体制が進められて
ることから公的機関と公的機関以外が実施する調査とし

て位置付けた．これらに，１棟ごとの綿密な調査ではな
いが「初動調査」を公的機関が実施する調査とした．

今後，この分析結果を基に，公的機関における建物被
害調査の効率化を目指し，各調査における判定時間，判
定精度を考慮した最適な調査手法を開発していきたい．

また，非木造建物についても同様の検討を行いたいと考
えている．
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５．まとめ

本研究で得られた結論を以下に示す．

①公的機関により行われた建物被害調査について目的と
判定時間，判定精度についての関係を明らかにした．

②木造建物について既存の鯛査や阪神・淡路大霞災で実
繍のある調査，震災後に新たに提案された調査など１２
調査における調査項目の分類を行った．

③調査項目に着目した数量化Ⅲ類による分析結果から建
物被害調査を罹災証明書発行のために自治体によって

行われる調査，建築的・工学的な視点による調査，詳
細な査定や評価をする必要がある調査，安全性を評価
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